
地

域

の

自

主

性

及

び

自

立

性

を

高

め

る

た

め

の

改

革

の

推

進

を

図

る

た

め

の

関

係

法

律

の

整

備

に

関

す

る

法

律

の

施

行

に

伴

う

関

係

条

例

の

整

理

に

関

す

る

条

例

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

 
平

成

二

十

四

年

三

月

十

二

日

 

聖

籠

町

長

 
 

 

渡

 

邊

 

廣

 

吉

 

聖

籠

町

条

例

第

五

号
 

地

域

の

自

主

性

及

び

自

立

性

を

高

め

る

た

め

の

改

革

の

推 

進

を

図

る

た

め

の

関

係

法

律

の

整

備

に

関

す

る

法

律

の

施

行

に

伴

う

関

係

条

例

の

整

理

に

関

す

る

条

例

 

（

聖

籠

町

公

民

館

設

置

及

び

管

理

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

）

 

第

一

条 

聖

籠

町

公

民

館

設

置

及

び

管

理

に

関

す

る

条

例
（

平

成

元

年

聖

籠

町

条

例

第

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

五

条

中

「

審

議

会

」

を

「

公

民

館

運

営

審

議

会

（

以

下

「

審

議

会

」

と

い

う

。

）

」

に

改

め

る

。

 

第

六

条

第

一

項

中

「

法

第

三

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

者

の

う

ち

」

を

「

学

校

教

育

及

び

社

会

教

育

の

関

係

者

、

家

庭

教

育

の

向

上

に

資

す

る

活

動

を

行

う

者

並

び

に

学

識

経

験

の

あ

る

者

の

中

」

に

改

め

、
同

条

第

四

項

中
「

法

第

三

十

条

第

一

項

」
を
「

第

一

項

」

に

改

め

る

。

 

 

（

聖

籠

町

立

図

書

館

設

置

条

例

の

一

部

改

正

）

 

第

二

条

 

聖

籠

町

立

図

書

館

設

置

条

例

（

平

成

元

年

聖

籠

町

条

例

第

二

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 
 

第

五

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 
 

（

協

議

会

の

委

員

及

び

任

期

）

 

 

第

五

条

 

協

議

会

の

委

員

（

以

下

「

委

員

」

と

い

う

。

）

は

、

学

校

教

育

及

び

社

会

教

育

の

関

係

者

、

家

庭

教

育

の

向

上

に

資

す

る

活

動

を

行

う

者

並

び

に

学

識

経

験

の

あ

る

者

の

中

か

ら

聖

籠

町

教

育

委

員

会

（

以

下

「

教

育

委

員

会

」

と

い

う

。

）

が

任

命

す

る

。

 



２

 

委

員

は

十

名

以

内

と

す

る

。

 

３
 

委

員

の

任

期

は

二

年

と

す

る

。

た

だ

し

、

委

員

が

欠

け

た

場

合

に

お

け

る

補

欠

委

員

の

任

期

は

、

前

任

者

の

残

任

期

間

と

す

る

。
 

附

 
則

 

（

施

行

期

日

）
 

 

１

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

聖

籠

町

公

民

館

設

置

及

び

管

理

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

に

伴

う

経

過

措

置

）

 

２

 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

現

に

改

正

前

の

聖

籠

町

公

民

館

設

置

及

び

管

理

に

関

す

る

条

例

第

五

条

及

び

第

六

条

に

基

づ

き

委

嘱

さ

れ

て

い

る

者

（

こ

の

項

に

お

い

て

「

旧

委

員

」

と

い

う

。

）

は

、

施

行

日

に

、

改

正

後

の

第

五

条

及

び

第

六

条

に

基

づ

く

委

員

と

し

て

委

嘱

さ

れ

た

者

と

み

な

し

、

そ

の

任

期

は

旧

委

員

の

残

任

期

間

と

す

る

。

 
 

 

（

聖

籠

町

立

図

書

館

設

置

条

例

の

一

部

改

正

に

伴

う

経

過

措

置

）

 

３

 

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

現

に

改

正

前

の

聖

籠

町

立

図

書

館

設

置

条

例

第

四

条

及

び

第

五

条

に

基

づ

き

任

命

さ

れ

て

い

る

者

（

こ

の

項

に

お

い

て

「

旧

委

員

」

と

い

う

。

）

は

、

施

行

日

に

、

改

正

後

の

第

四

条

及

び

第

五

条

に

基

づ

く

委

員

と

し

て

任

命

さ

れ

た

者

と

み

な

し

、

そ

の

任

期

は

旧

委

員

の

残

任

期

間

と

す

る

。

 

 


